
令和２年度第４回 

袖ケ浦市子ども・子育て支援会議次第 

 

 

日時 令和３年２月２２日（月） 

午前１０時から 

場所 市役所旧館３階大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 議 題 

（１）認可保育所の利用定員の設定に係る意見聴取について 

【資料１】 

 

（２）袖ケ浦市子ども・子育て支援会議委員改選について 

【資料２】 

 

（３）その他         

 

４ 閉 会 



認可保育所の利用定員の設定に係る意見
聴取について
令和3年2月22日 第4回子ども・子育て支援会議資料
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子ども・子育て支援新制度における施設・事業の区分と確認主体

子ども・子育て支援
新制度上の区分

認可主体 確認主体 市内施設数
（R3.2.1時点）

特定教育・保育施設

認定こども園

県 市

１

幼稚園 １

保育所 １１

特定地域型保育事業

居宅訪問型保育事業

市 市

－

家庭的保育事業 １

小規模保育事業 ３

事業所内保育事業 １

・認可：設備及び運営の基準を満たす施設又は事業について、その設置または実施を認めること。

・確認：認可施設又は事業が、より具体的な運営の基準を満たすことを確認すること。

確認の際に、その施設又は事業の利用定員を市が定める。

保育にかかる費用の一部について、その施設の利用者が市から給付費を受けられるようになる。
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令和２年度袖ケ浦市の教育・保育施設の整備状況

・施 設 種 別 認可保育所

・場 所 袖ケ浦市袖ケ浦駅前２丁目

・整備運営事業者 ㈱スクルドアンドカンパニー

・認可定員（予定） ７６人

・開園予定時期 令和３年４月

①スクルドエンジェル保育園望海園

袖ケ浦駅

スクルドエンジェル保育園望海園

袖ケ浦駅

のぞみ
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スクルドエンジェル保育園望海園現況

現況写真（R3.2.10撮影)



スクルドエンジェル保育園望海園現況

現況写真（R3.2.20撮影)
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スクルドエンジェル保育園望海園の利用定員の設定に係る意見聴取

・スクルドエンジェル保育園望海園が令和３年４月に開設の予定
（ただし、県による設置認可が前提）

⇒当該施設は市の確認の基準を満たす見込み

⇒市の確認に当たり、利用定員の設定が必要

・特定教育・保育施設の利用定員の設定に際しては、市が設置する審議会そ

の他の合議制の機関等の意見をあらかじめ聴くことと、子ども・子育て支

援法に規定されています。

☞本議題では、スクルドエンジェル保育園望海園の利用定員の設定について、

意見を伺います。
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利用定員の設定の基本的な考え方

・認可定員 … 基本的に当該施設で保育できる児童数の上限として認められた定員。
（※）保育所の設置認可は県が行います。

・利用定員 … 給付費の算定基礎として市が設定する定員。

以下の点を踏まえて設定します。

(１)認可定員に一致させることを基本とする。

(２)事業者の意向に加え、当該施設の今後の利用の見込みなどを考慮する。
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市子育て応援プラン（第２期）における保育ニーズ量の見込みと確保方策

0歳 1～2歳 ３～５歳

令和３年度当初の
ニーズ量の見込み

１３５ ５８７ ９３５

令和３年度当初の
定員見込み

１５１ ４６２ ８７５

（計画上の確保方策） （１５６） （４７６） （８７５）

保育ニーズ量と確保定員 （単位：人）

子育て応援プランでは、年度ごとに保育のニーズ量の見込

みと確保方策を定めており、保育施設の整備を計画的に推進

しています。

0歳 1～2歳 ３～５歳

スクルドエンジェル保育園
望海園により増加する定員

６ ２２ ４８

既存保育施設により
確保されている定員

１４５ ４４０ ８２７

0歳 1～2歳 ３～５歳

R4
ニーズ量 138 611 910

確保方策 178 568 1,010

R5
ニーズ量 143 611 921

確保方策 178 568 1,010

R6
ニーズ量 146 609 923

確保方策 187 614 1,085

［参考］令和４年度以降のニーズ量の見込みと確保方策



9

スクルドエンジェル保育園望海園の利用定員の設定

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 合計

認可定員 6 22 48 76

利用定員 6 22 48 76

スクルドエンジェル保育園望海園 認可定員及び利用定員（予定） （単位：人）

☞今後も保育需要は増加していくと見込まれることから、

認可定員と同数を、利用定員として設定します。
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袖ケ浦市子ども・子育て支援会議 委員改選について 

 

１．子ども・子育て支援会議の概要 

（１）目的 

子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するにあたり、広く

市民の意見を反映させるため、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づ

き、袖ケ浦市子ども・子育て支援会議（委員２０人以内）を設置する。 

 

（２）所掌事務 

①特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。 

②特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。 

③市町村子ども・子育て支援事業計画に関して審議し、意見を述べること。 

④次世代育成支援対策推進法の規定に基づく市町村行動計画に関して審議し、意

見を述べること。 

⑤本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関

し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議し、意見を述べること。 

 

（３）任期 

・令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

 

（４）委員構成等 

①人員  ２０人以内 

②子ども・子育て支援会議条例に基づく選出区分 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体に属する者（関係団体の推薦を受けた者） 

(3) 教育関係者 

(4) 保育関係者 

(5) 事業主 

(6) 労働者 

(7) 子どもの保護者 

(8) 市民 

 

資料２ 
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２．委員改選について 

（１）令和３年２月現在の委員構成 

№ 区分 選出区分 現委員の所属 

1 大学関係者（清和大学短期大学部） 学識経験 清和大学短期大学部 

2 
千葉県君津健康福祉センターの職員 
（地域保健課） 

関係団体 千葉県君津健康福祉センター 

3 
千葉県木更津警察署の職員（生活安全
課） 

関係団体 千葉県木更津警察署 

4 千葉県君津児童相談所の職員 関係団体 千葉県君津児童相談所 

5 袖ケ浦市自治連絡協議会の代表者 関係団体 袖ケ浦市自治連絡協議会 

6 
袖ケ浦市民生委員児童委員協議会の
代表者 

関係団体 
袖ケ浦市民生委員 

児童委員協議会 

7 袖ケ浦市主任児童委員 関係団体 
袖ケ浦市民生委員 

児童委員協議会 

8 児童発達支援関係職員 関係団体 
児童サービスセンター 

（千葉県社会福祉事業団） 

9 ボランティア団体の関係者 関係団体 
ＮＰＯ法人 

子どもるーぷ袖ケ浦  

10 子育て支援センターの職員 関係団体 そでがうらこども館 

11 袖ケ浦市教頭会の代表者 教育関係 袖ケ浦市小中学校教頭会 

12 私立幼稚園の職員 教育関係 袖ケ浦桜ヶ丘幼稚園 

13 私立保育園の職員 保育関係 みどりの丘保育所 

14 放課後児童クラブ運営団体の代表者 保育関係 ＮＰＯ法人キッズパレット 

15 袖ケ浦市商工会の代表者 事業主 袖ケ浦市商工会  

16 袖ケ浦市内事業主（ＪＡ） 事業主 ＪＡきみつ女性部 

17 連合千葉南総地域協議会 労働者 連合千葉南総地域協議会 

18 子どもの保護者（平川保育所推薦） 保護者  

19 子どもの保護者（久保田保育所推薦） 保護者  

20 市民（公募） 市民  

 

（２）委員改選に係るスケジュール（予定） 

令和３年２月下旬 各選出団体に推薦依頼文書を送付 

令和３年３月末日 推薦書提出期限（新年度の総会により決定する場合等を除く） 



○袖ケ浦市子育てアンケート ○千葉県子育てアンケート

・調査対象：市内在住の小学校在学生までの保護者 ・調査対象：県内各市町村の1歳６か月児の保護者

・調査方法：郵送配布・回収 ・調査方法：１歳６か月健診の問診票送付時にアンケート用紙を同封し、健診当日に回収

H28 H29 H30 R1 R2 H28 H29 H30 R1 R2

楽しいと感じるほうが多い 62.2% 65.2% 63.8% 66.0% 62.6% 楽しいと感じる 72.1% 73.9% 72.9% 71.1%

同じくらい 28.3% 27.9% 29.9% 29.0% 30.9% 同じくらい 22.2% 22.3% 23.0% 24.8%

辛いと感じる方が多い 6.7% 4.6% 4.0% 3.8% 4.5% 辛いと感じる 2.1% 2.0% 2.0% 1.9%

分からない 2.3% 1.4% 1.4% 0.8% 1.3% 分からない 2.0% 1.2% 1.4% 1.2%

その他 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% その他 0.3% 0.2% 0.6% 0.5%

無回答 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 未回答 1.3% 0.3% 0.2% 0.6%

H28 H29 H30 R1 R2 H28 H29 H30 R1 R2

感じている 15.0% 19.1% 16.0% 16.3% 18.3% 感じている 24.3% 27.5% 26.9% 25.6%

まあ感じている 57.0% 48.4% 55.7% 52.0% 52.2% まあ感じている 52.9% 53.5% 52.3% 54.3%

あまり感じていない 20.6% 24.6% 22.8% 23.7% 22.0% あまり感じていない 17.7% 16.2% 17.1% 16.4%

感じていない 6.2% 6.4% 4.9% 6.3% 6.4% 感じていない 3.6% 2.5% 3.2% 3.0%

無回答 1.2% 1.6% 0.7% 1.7% 1.2% 未回答 1.5% 0.4% 0.6% 0.8%

　

H28 H29 H30 R1 R2 H28 H29 H30 R1 R2

就労している 65.9% 68.2% 67.8% 66.0% 67.6% 就労している 43.1% 44.8% 45.1% 48.1%

就労していない 33.9% 31.6% 31.8% 33.6% 32.2% 就労していない 55.2% 53.8% 53.0% 51.2%

未回答 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 未回答 1.7% 1.3% 1.8% 0.7%

H28 H29 H30 R1 R2 H28 H29 H30 R1 R2

感じている 9.8% 13.5% 12.1% 13.2% 19.6% 感じている 16.2% 16.4% 16.0% 15.5%

まあ感じている 53.0% 52.1% 50.5% 52.3% 45.2% まあ感じている 50.8% 52.0% 48.8% 51.1%

あまり感じていない 25.2% 27.2% 28.2% 26.1% 28.0% あまり感じていない 24.4% 21.6% 24.3% 25.2%

感じていない 10.7% 7.3% 9.2% 8.0% 6.2% 感じていない 7.1% 8.3% 10.1% 7.5%

無回答 1.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 未回答 1.6% 1.7% 0.8% 0.7%

設問Ｑ４：あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思います
か。それとも辛いと感じることが多いと思いますか。

設問Ｑ７：お子さまの妊娠中や出産時、出産後の経過を振りかえって子どもを産
み育てやすいと感じていますか。

２）あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。
それとも辛いと感じることが多いと思いますか。

１）現在、お子さまを育てている環境について、子どもを生み育てやすいと感じて
いますか。

設問Ｑ１２－２：「ａ就労している」と回答した方にお伺いします。あなたは、仕事と
生活（家事、育児、プライベートの時間等）の両立が図られていると感じますか。

４－２）上記で「１ 就労している」と回答した方にお伺いします。あなたは、仕事と
生活（家事、育児、プライベートの時間等）の両立が図られていると感じますか。

４－１）あなたは現在、就労していますか。設問Ｑ１２：あなたの現在の就労状況について、該当する方（ａ　就労している、ｂ
就労していない）に○をつけてください。

資料３


